
 

          

 
 
 
 

 

 

 

 

平成２９年度鳥取県最低賃金の審議始まる 

―鳥取県最低賃金の改正諮問― 

 

 

 

  ○第５０４回鳥取地方最低賃金審議会 

   日時  平成２９年７月１０日（月） １０：００～ 

   場所  鳥取公共職業安定所 ３階会議室 （鳥取市富安２丁目８９） 

  内容  鳥取県最低賃金の改正諮問 ほか 

 

 

これまでの鳥取県最低賃金額の変遷について 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

  

    

時間額 ６５３円 ６６４円 ６７７円 ６９３円 ７１５円     

引上げ額 ７円 １１円 １３円 １６円 ２２円     

引上げ率 1.08％ 1.68％ 1.96％ 2.36％ 3.17%     
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鳥取労働局労働基準部賃金室 

   室  長  平井 美敏 

室長補佐  中原 学 

電  話   0857-29-1705 

 

平成２９年７月１０日（月）に開催される第５０４回鳥取地方最低賃金審議会 

において、鳥取労働局長（内田
う ち だ

 敏之
としゆき

）は、同審議会会長に対して、最低賃金法の 

規定に基づく鳥取県最低賃金の改正決定について、審議をお願いする旨の諮問を 

行います。 
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【最低賃金の改正】 

 

地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしなが

ら、地方最低賃金審議会（公益代表、労働者代表、使用者代表で構成）での地域の実情

を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長が

決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取労働局長

 

諮問 

鳥取地方最低賃金審議会 

答申 

 

異議申出・異議審議 

 

鳥取労働局長

 

決定 

官報公示 

効力の発生 
公示の日から 30日経過後又は公示の日から 30日経過後で指定する日 

最低賃金の決定までの流れ 

 
 


